
090-1055-8560
受付 10:00~18:00

（渡辺）☎
主催者 : NPO法人　Dream Support -ドリームサポート-

令和5年度 町内保育施設4月入所の受付について子育て短期支援事業（ショートステイ）

フッ素塗布のお知らせ

▶入所申込受付期間＝１０月３日(月)～１１月３０日(水)(土・日・祝日を除く)

　　　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分(正午～午後1時を除く)

▶受付場所＝役場1階　子ども家庭課　子育て係窓口

▶提出書類＝教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書、保育施設利用に関する確認票(同意書)、家庭状況     

　　　　　　等調査票、保育施設利用者負担額口座振替依頼書、保育が必要な状況を証明する書類(勤務

　　　　　　証明書等)、マイナンバー確認書類(通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の身元確認書類)、

　　　　　　母子手帳、その他必要書類

▶保育施設入所要件＝保育が必要な家庭（下記の①～⑧のいずれかに該当）であることが条件となります。

　①就労のため。(１か月当たり６０時間以上就労していること)

　②妊娠中であるか、または出産後間もないため。(ただし、産休期間のみ)

　③保護者の疾病、障がいのため。

　④長期療養等をしている親族を常時介護・看護するため。

　⑤震災・風水害・火災その他の災害の復旧のため。

　⑥求職活動を継続的に行っているため。

　⑦就学のため。(職業訓練校等における職業訓練を含む)

　⑧虐待または虐待のおそれがある、もしくはＤＶにより保育を行うことが困難であるため。

▶保育時間＝保育の必要な理由や就労時間等により、利用可能な保育時間が区分されます。

　　　　　　Ａ：「保育標準時間」利用・・・フルタイム就労を想定した利用時間(最長１１時間)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月に１２０時間以上就労等の場合。

　　　　　　Ｂ：「保育短時間」利用・・・パートタイム就労を想定した利用時間(最長８時間)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　月に６０時間以上１２０時間未満就労等の場合。

　　　　　　※通勤等でやむを得ない場合はこの限りではありませんが、別途申立書が必要です。

▶保育施設利用者負担額＝お子さんの年齢、父母等の税額(町民税所得割額)をもとに算定します。

▶入所の選考基準＝利用調整基準による合計点数が高い方から入所となります。

　※申込順は選考基準に含まれませんが、必要書類に不備等がありますと受付できませんので、余裕をもってお

　　越しください。

▶町外の保育施設を希望される方へ＝町外の保育施設を申込む場合、希望先市区町村の受付締切の１０日前ま          

　　　　　　　　　　　　　　　　　でが受付期間となりますのでご注意ください。また、締切日や申込の条

　　　　　　　　　　　　　　　　　件、希望先市区町村が必要とする書類などは事前に希望先市区町村に

　　　　　　　　　　　　　　　　　ご確認ください。

　ショートステイとは、家庭においてお子様をみることが一時的に困難となった場合に、児童養護施設や乳児院

で短期間お預かりするサービスです。

▶利用対象者＝町内在住の１８歳未満のお子様

▶利用料＝お子様１人１日当たり

　　　　　２歳未満児 ５，３５０円　　　２歳以上児　　２，７５０円

　※生活保護世帯、町民税非課税世帯、ひとり親世帯などの方は利用料の軽減があります。

▶利用事由＝・保護者が病気にかかった時

　　　　　　・保護者に育児疲れや育児不安等がある時

　　　　　　・保護者が冠婚葬祭、学校等の行事に参加するために、一時的に家を空ける時など

　※保護者以外に児童の養育を行える方がいる場合は、利用することはできません。

▶実施施設＝【児童養護施設】

　　　　　　　・あかつき寮　真岡市東郷８０８

　　　　　　　・きずな　　　宇都宮市睦町３-７

　　　　　　　・下野三楽園　宇都宮市下小池町１９４

　　　　　 【乳児院】

　　　　　　　・宇都宮乳児院　宇都宮市竹林町９４５-１　

　　　　　　　・すみれ乳児院　小山市三峯２-１-２１　　　

　※利用を希望される方は、事前に子ども家庭課へご相談ください。

　※お子様の健康状態や、施設の空き状況等によりお預かりできない場合があります。

　町では、むし歯予防事業の一環として、『フッ素塗布』を実施しています。今年度、最後の機会になりますので、

対象のお子さんはご参加ください。　

▶日にち＝１０月２６日（水）、２７日（木）

▶場所＝上三川いきいきプラザ　保健センター　検診ホール

▶費用＝無料

▶対象＝平成２８年４月２日～平成３１年４月１日生まれのお子さん

▶持ち物＝問診票・タオル・『フッ素塗布の記録』

※対象のお子さんには、ご案内を郵送しています。感染症対策のため、受付時間はあらかじめ割り振らせてい

　ただいています。個人通知をご確認ください。

※『フッ素塗布の記録』をお持ちでない方には、会場で配布します。

※フッ素塗布当日に悪天候が予想される場合は、町ホームページ及びかみたんメールにて中止のお知らせをす

　ることがあります。

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　子育て係　　　　９１３０56☎

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　相談支援係　　　　９１３７56☎

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　母子健康係　　　　９１３２56☎
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。


